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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対向する１組の主表面を有する透光性基板の一方の主表面に転写パターン形成用の薄膜
が設けられたマスクブランクの製造に用いられるマスクブランク用基板の製造方法であっ
て、
　前記透光性基板における薄膜が設けられる側の主表面の表面形状を取得する形状測定工
程と、
　前記透光性基板を露光装置のマスクステージにチャックしたときにおけるチャック後主
表面形状をシミュレーションにより得るシミュレーション工程と、
　前記チャック後主表面形状を、前記透光性基板の中心を基準とした所定の直径を有する
円の内側の算出領域で、極座標系で表現されたゼルニケ多項式によって前記マスクブラン
ク用基板に対して個別に定義される仮想基準面に対して形状フィッティングを行い、前記
チャック後主表面形状と前記仮想基準面との差分データを取得する工程と、
　前記差分データの前記算出領域内での最高高さと最低高さとの差が、所定値以下となる
表面形状を有する前記透光性基板を選定する工程と
を有することを特徴とするマスクブランク用基板の製造方法。
【請求項２】
　前記所定値は、露光転写に用いられる露光光の波長λの１／８であることを特徴とする
請求項１記載のマスクブランク用基板の製造方法。
【請求項３】
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　前記所定の直径は、１０４ｍｍであることを特徴とする請求項１または２記載のマスク
ブランク用基板の製造方法。
【請求項４】
　前記仮想基準面は、半径に係る変数の次数が２次以下の項のみで構成され、かつ半径に
係る変数の次数が２次の項を１以上含むゼルニケ多項式によって定義される形状を有する
ことを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載のマスクブランク用基板の製造方法。
【請求項５】
　前記差分データから算出される決定係数Ｒ２が０．９以上であることを特徴とする請求
項１から４のいずれかに記載のマスクブランク用基板の製造方法。
【請求項６】
　前記チャック後主表面形状における前記透光性基板の中心を基準とした一辺が１３２ｍ
ｍの四角形の内側領域で算出された平坦度は０．２μｍ以下であることを特徴とする請求
項１から５のいずれかに記載のマスクブランク用基板の製造方法。
【請求項７】
　前記選定された透光性基板と、当該透光性基板に対して形状フィッティングを行った前
記仮想基準面におけるゼルニケ多項式に係る情報とを対応付けして記録装置に記録する工
程を有することを特徴とする請求項１から６のいずれかに記載のマスクブランク用基板の
製造方法。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれかに記載のマスクブランク用基板の製造方法で製造されたマス
クブランクの一方の主表面に前記転写パターン形成用の薄膜を設ける工程を備えることを
特徴とするマスクブランクの製造方法。
【請求項９】
　対向する１組の主表面を有する透光性基板の一方の主表面に転写パターン形成用の薄膜
が設けられたマスクブランクの製造方法であって、
　前記マスクブランクにおける前記薄膜の表面形状を取得する形状測定工程と、
　前記マスクブランクを露光装置のマスクステージにチャックしたときにおけるチャック
後表面形状をシミュレーションにより得るシミュレーション工程と、
　前記チャック後表面形状を、前記透光性基板の中心を基準とした所定の直径を有する円
の内側の算出領域で、極座標系で表現されたゼルニケ多項式によって前記マスクブランク
に対して個別に定義される仮想基準面に対して形状フィッティングを行い、前記チャック
後表面形状と前記仮想基準面との差分データを取得する工程と、
　前記差分データの前記算出領域内での最高高さと最低高さとの差が、所定値以下となる
表面形状を有する前記マスクブランクを選定する工程と
を有することを特徴とするマスクブランクの製造方法。
【請求項１０】
　前記所定値は、露光転写に用いられる露光光の波長λの１／８であることを特徴とする
請求項９記載のマスクブランクの製造方法。
【請求項１１】
　前記所定の直径は、１０４ｍｍであることを特徴とする請求項９または１０記載のマス
クブランクの製造方法。
【請求項１２】
　前記仮想基準面は、半径に係る変数の次数が２次以下の項のみで構成され、かつ半径に
係る変数の次数が２次の項を１以上含むゼルニケ多項式によって定義される形状を有する
ことを特徴とする請求項９から１１のいずれかに記載のマスクブランクの製造方法。
【請求項１３】
　前記差分データから算出される決定係数Ｒ２が０．９以上であることを特徴とする請求
項９から１２のいずれかに記載のマスクブランクの製造方法。
【請求項１４】
　前記チャック後表面形状における前記透光性基板の中心を基準とした一辺が１３２ｍｍ
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の四角形の内側領域で算出された平坦度は０．２μｍ以下であることを特徴とする請求項
９から１３のいずれかに記載のマスクブランクの製造方法。
【請求項１５】
　前記選定されたマスクブランクと、当該マスクブランクに対して形状フィッティングを
行った前記仮想基準面におけるゼルニケ多項式に係る情報とを対応付けして記録装置に記
録する工程を有することを特徴とする請求項９から１４のいずれかに記載のマスクブラン
クの製造方法。
【請求項１６】
　請求項８から１５のいずれかに記載のマスクブランクの製造方法で製造されたマスクブ
ランクの前記薄膜に転写パターンを形成する工程を備えることを特徴とする転写用マスク
の製造方法。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の転写用マスクの製造方法で製造された転写用マスクを露光装置のマ
スクステージにチャックし、リソグラフィー法により前記転写用マスクの転写パターンを
半導体基板上にパターン転写する露光工程を有することを特徴とする半導体デバイスの製
造方法。
【請求項１８】
　前記露光装置は、前記転写用マスクの転写パターンから透過した透過光の波面に対し、
ゼルニケ多項式で定義される形状の波面補正を行う機能を有し、かつ、マスクステージが
前記シミュレーション工程で用いたものと同じ形状を有するものであることを特徴とする
請求項１７記載の半導体デバイスの製造方法。
【請求項１９】
　請求項７記載のマスクブランク用基板の製造方法で製造されたマスクブランク用基板の
一方の主表面に前記転写パターン形成用の薄膜を設けてマスクブランクを製造する工程と
、
　前記製造されたマスクブランクの前記転写パターン形成用の薄膜に転写パターンを形成
して転写用マスクを製造する工程と、
　製造された前記転写用マスクを露光装置のマスクステージにチャックし、リソグラフィ
ー法により前記転写用マスクの転写パターンを半導体基板上にパターン転写する露光工程
とを有し、
　前記露光装置は、前記転写用マスクの転写パターンから透過した透過光の波面に対し、
ゼルニケ多項式で定義される形状の波面補正を行う機能を有し、かつ、マスクステージが
前記シミュレーション工程で用いたものと同じ形状を有するものであり、
　前記露光工程は、前記マスクブランク用基板に対応付けされている前記仮想基準面にお
けるゼルニケ多項式に係る情報を用い、前記転写用マスクの転写パターンから透過した透
過光の波面に対して補正を行うことを特徴とする半導体デバイスの製造方法。
【請求項２０】
　請求項１５記載のマスクブランクの製造方法で製造されたマスクブランクの前記転写パ
ターン形成用の薄膜に転写パターンを形成して転写用マスクを製造する工程と、
　製造された前記転写用マスクを露光装置のマスクステージにチャックし、リソグラフィ
ー法により前記転写用マスクの転写パターンを半導体基板上にパターン転写する露光工程
とを有し、
　前記露光装置は、前記転写用マスクの転写パターンから透過した透過光の波面に対し、
ゼルニケ多項式で定義される形状の波面補正を行う機能を有し、かつ、マスクステージが
前記シミュレーション工程で用いたものと同じ形状を有するものであり、
　前記露光工程は、前記マスクブランクに対応付けされている前記仮想基準面におけるゼ
ルニケ多項式に係る情報を用い、前記転写用マスクの転写パターンから透過した透過光の
波面に対して補正を行うことを特徴とする半導体デバイスの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、光リソグラフィーに用いるマスクブランク用基板の製造方法、マスクブラン
クの製造方法、転写用マスクの製造方法、並びに半導体デバイスの製造方法に係わり、特
に光リソグラフィーを行った際に焦点裕度を確保する上で好適なマスクブランク用基板の
製造方法、マスクブランクの製造方法、転写用マスクの製造方法、並びに半導体デバイス
の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイスの微細化に対応するために、波長１９３ｎｍのＡｒＦ露光光を使用する
露光装置の高ＮＡ化（高開口数化）が進み、さらに液浸露光技術が導入されることによっ
てさらなる高ＮＡ化が進んできていて、現在ではＮＡ１．３５が実用化されるに至ってい
る。
【０００３】
　このような、微細化の要求、及び高ＮＡ化に対応するために、転写用マスクの平坦度を
高くすることが求められている。物点であるマスク面の平坦度が低下すると、投影レンズ
を介して転写されたウエハ上の像点の合焦点位置が振れる。そのため、マスク面の平坦度
が落ちると許容される焦点裕度が小さくなる。一方で、光学の原理により、投影レンズの
高ＮＡ化は焦点深度を低下させる。よって、高ＮＡ化が進むに従いリソグラフィー工程で
の焦点裕度が少なくなるため、マスク面での高い平坦性が求められている。このため、転
写用マスクを作製するための原版となるマスクブランクに用いられる透光性基板に対して
も、パターンを形成するための薄膜が設けられる側の主表面に対し、高い平坦度が求めら
れている。この平坦度要求に応えるため、例えば、特許文献１に開示されているように、
研磨布などの研磨パッドと研磨砥粒を含む研磨液を用いてマスクブランク用基板の表裏両
面を研磨する両面研磨がよく用いられてきた。しかし、従来の両面研磨装置による透光性
基板の研磨では、その主表面の平坦度を高めることには限界が生じていた。このため、特
許文献２に示すような、基板の主表面の形状を測定し、相対的に凸になっている箇所に対
してプラズマエッチングを行うことで平坦化する技術が開発されていた。
【０００４】
　一方、転写用マスクは、露光装置のマスクステージに真空チャックすることで固定され
るが、露光装置によっては転写用マスクを真空チャックするときの力が強いタイプのチャ
ック方式が採用されている場合がある。このようなチャック方式の露光装置に使用される
転写用マスクは、マスクステージや真空チャックとの相性により、チャック時に大きく変
形することがある。従来においては、チャック前の転写用マスクの平坦度で製品管理を行
っているので、チャック前の主表面の形状が高い平坦度の良品であっても、マスクステー
ジや真空チャックとの相性によっては、露光装置のマスクステージにチャックした時に変
形し、転写用マスクの平坦度が大きく悪化する場合がある。特に、主表面の形状の対称性
が低く、捩れた形状の傾向にある基板においては、その傾向が顕著であった。このため、
転写用マスクを真空チャックにチャックしたときの平坦度を考慮する必要が生じてきてい
る。特許文献３には、露光装置のマスクステージにチャックした後のマスク基板の平坦度
をシミュレーションにより求め、その結果が平坦度仕様を満たすかを基にして良好なマス
ク基板を選択するための方法が提案されている。
【０００５】
　また、露光装置の高ＮＡ化に伴い、リソグラフィー工程での焦点裕度が少なくなってき
ていることから、投影光学系のレンズ収差が転写精度に対して与える影響が大きくなって
きている。特許文献４では、投影光学系のレンズ加熱効果に起因する収差を補正するため
のゼルニケ多項式によって定義可能な表面形状を有する２つの補正光学エレメントについ
て開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
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【特許文献１】特開平１－４０２６７号公報
【特許文献２】特開２００２－３１８４５０号公報
【特許文献３】特開２００４－０４６２５９号公報
【特許文献４】特開２００８－０２８３８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記のようにマスクブランク用基板には高い平坦度が求められており、これを受けて、
透光性基板の主表面を局所加工する技術開発が進められている。例えば、前述のように、
特許文献２には、相対的に凸になっている部分に局所的にプラズマエッチングをかけて平
坦度の高いマスクブランク用基板を製造する技術が開示されている。しかし、この方法で
は、所望の高い平坦度を得るために、１枚の基板ごとに主表面の形状を測定してプラズマ
エッチング等の局所加工を施す必要があるため、従来よりもスループットが大幅に低下す
るという問題があった。
【０００８】
　一方、特許文献３に開示されている方法で透光性基板を製造した場合、シミュレーショ
ンで算出された透光性基板のチャック後における主表面形状が高い平坦度になるようなチ
ャック前の主表面形状だけがマスクブランク用基板として選定される。そのような特徴を
持つチャック前の主表面形状を有する透光性基板を高い歩留まりで製造することは難しい
という問題があった。また、特許文献４に開示されている露光装置は、レンズ収差の補正
、露光処理時の履歴による露光光の波面変化を制御することを目的としており、マスクブ
ランクやマスクに対しては平坦度の高いものが必要となっていた。
【０００９】
　本発明が解決しようとする課題は、マスクブランク用基板の加工時のスループットを低
下させることなく、また、製造装置設備負担を抑え、且つ、露光装置のステージにチャッ
クされた露光時の状態において、実効的な表面平坦度の極めて高いマスクブランク用基板
の製造方法、マスクブランクの製造方法、及び、転写用マスクの製造方法を提供すること
にある。また、その転写用マスクの使用によって、高い転写精度を確保し、回路動作の安
定した半導体デバイスを製造することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明者は、本発明者が突き止めた上記課題を解決するため、以下の点について検討を
行った。マスクブランク用基板の主表面は、背景技術においても述べたように、極めて高
い平坦性が求められる。しかしながら、このような完全平坦面を実際に製造するのは大変
困難である。また、局所プラズマエッチングなどの手法を使って平坦に近づける工夫も行
われているが、この方法はスループットが低く、装置コストなどもかかり、また異物欠陥
が発生しやすいなどの副作用も多い。そこで、本発明者は、機械的平坦面を過度に追求す
るのではなく、光学的平坦面、言い換えれば等波面的平坦面を仮想基準面として追求する
方向に発想を転換した。本発明者は、投影レンズを介して像転写を行う上で本質的に求め
られているものは、機械的な平面では必ずしもなく、波面の揃った光学的平坦面であるこ
とを見出した。この点が、本発明の第１の特徴的な点である。
【００１１】
　本発明者は、露光装置の投影レンズには、レンズ収差を補正する収差補正機能が備え付
けられていることに着目した。この機能は、露光装置レンズ組み付け、設置調整、経時変
化対応など、元々は露光装置性能向上のために設けられた機能であるが、この機能を使う
と、光学的平坦面を、機械的平坦面からずれて研磨された面に対しても近づけられるとの
発想に至った。この点が、本発明の第２の特徴的な点である。
【００１２】
　また、本発明者は、この光学的平坦面の記述として、極座標系であるゼルニケ多項式近
似面を使うことを着想した。この点が、本発明の第３の特徴的な点である。
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【００１３】
　さらに、本発明者は、実測測定されたマスクブランク用基板主表面の形状が、露光時の
状態での主表面の形状とは異なることに着眼した。そして、露光時の状態でのマスクブラ
ンク用基板主表面（転写主面）の形状を、露光装置のマスクステージにチャックした時の
変形シミュレーションにより求め、前記光学的平坦面と前記シミュレーションにより求め
た主表面形状をフィッティングさせて、そのずれ量を基に選別することが有効であること
を見出した。この点が、本発明の第４の特徴的な点である。
【００１４】
　このように、本発明は、前述した着想に基づいてなされたものであり、以下の構成を有
する。
（構成１）
　対向する１組の主表面を有する透光性基板の一方の主表面に転写パターン形成用の薄膜
が設けられたマスクブランクの製造に用いられるマスクブランク用基板の製造方法であっ
て、
　前記透光性基板における薄膜が設けられる側の主表面の表面形状を取得する形状測定工
程と、
　前記透光性基板を露光装置のマスクステージにチャックしたときにおけるチャック後主
表面形状をシミュレーションにより得るシミュレーション工程と、
　前記チャック後主表面形状を、前記透光性基板の中心を基準とした所定の直径を有する
円の内側の算出領域で、極座標系で表現されたゼルニケ多項式によって定義される仮想基
準面に対して形状フィッティングを行い、前記チャック後主表面形状と前記仮想基準面と
の差分データを取得する工程と、
　前記差分データの前記算出領域内での最高高さと最低高さとの差が、所定値以下となる
表面形状を有する前記透光性基板を選定する工程と
を有することを特徴とするマスクブランク用基板の製造方法。
【００１５】
（構成２）
　前記所定値は、露光転写に用いられる露光光の波長λの１／８であることを特徴とする
構成１記載のマスクブランク用基板の製造方法。
【００１６】
（構成３）
　前記所定の直径は、１０４ｍｍであることを特徴とする構成１または２記載のマスクブ
ランク用基板の製造方法。
【００１７】
（構成４）
　前記仮想基準面は、半径に係る変数の次数が２次以下の項のみで構成され、かつ半径に
係る変数の次数が２次の項を１以上含むゼルニケ多項式によって定義される形状を有する
ことを特徴とする構成１から３のいずれかに記載のマスクブランク用基板の製造方法。
【００１８】
（構成５）
　前記差分データから算出される決定係数Ｒ２が０．９以上であることを特徴とする構成
１から４のいずれかに記載のマスクブランク用基板の製造方法。
【００１９】
（構成６）
　前記チャック後主表面形状における前記透光性基板の中心を基準とした一辺が１３２ｍ
ｍの四角形の内側領域で算出された平坦度は０．２μｍ以下であることを特徴とする構成
１から５のいずれかに記載のマスクブランク用基板の製造方法。
【００２０】
（構成７）
　前記選定された透光性基板と、当該透光性基板に対して形状フィッティングを行った前
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記仮想基準面におけるゼルニケ多項式に係る情報とを対応付けして記録装置に記録する工
程を有することを特徴とする構成１から６のいずれかに記載のマスクブランク用基板の製
造方法。
【００２１】
（構成８）
　構成１から７のいずれかに記載のマスクブランク用基板の製造方法で製造されたマスク
ブランクの一方の主表面に前記転写パターン形成用の薄膜を設ける工程を備えることを特
徴とするマスクブランクの製造方法。
【００２２】
（構成９）
　対向する１組の主表面を有する透光性基板の一方の主表面に転写パターン形成用の薄膜
が設けられたマスクブランクの製造方法であって、
　前記マスクブランクにおける前記薄膜の表面形状を取得する形状測定工程と、
　前記マスクブランクを露光装置のマスクステージにチャックしたときにおけるチャック
後表面形状をシミュレーションにより得るシミュレーション工程と、
　前記チャック後表面形状を、前記透光性基板の中心を基準とした所定の直径を有する円
の内側の算出領域で、極座標系で表現されたゼルニケ多項式によって定義される仮想基準
面に対して形状フィッティングを行い、前記チャック後表面形状と前記仮想基準面との差
分データを取得する工程と、
　前記差分データの前記算出領域内での最高高さと最低高さとの差が、所定値以下となる
表面形状を有する前記マスクブランクを選定する工程と
を有することを特徴とするマスクブランクの製造方法。
【００２３】
（構成１０）
　前記所定値は、露光転写に用いられる露光光の波長λの１／８であることを特徴とする
構成９記載のマスクブランクの製造方法
【００２４】
（構成１１）
　前記所定の直径は、１０４ｍｍであることを特徴とする構成９または１０記載のマスク
ブランクの製造方法。
【００２５】
（構成１２）
　前記仮想基準面は、半径に係る変数の次数が２次以下の項のみで構成され、かつ半径に
係る変数の次数が２次の項を１以上含むゼルニケ多項式によって定義される形状を有する
ことを特徴とする構成９から１１のいずれかに記載のマスクブランクの製造方法。
【００２６】
（構成１３）
　前記差分データから算出される決定係数Ｒ２が０．９以上であることを特徴とする構成
９から１２のいずれかに記載のマスクブランクの製造方法。
【００２７】
（構成１４）
　前記チャック後表面形状における前記透光性基板の中心を基準とした一辺が１３２ｍｍ
の四角形の内側領域で算出された平坦度は０．２μｍ以下であることを特徴とする構成９
から１３のいずれかに記載のマスクブランクの製造方法。
【００２８】
（構成１５）
　前記選定されたマスクブランクと、当該マスクブランクに対して形状フィッティングを
行った前記仮想基準面におけるゼルニケ多項式に係る情報とを対応付けして記録装置に記
録する工程を有することを特徴とする構成９から１４のいずれかに記載のマスクブランク
の製造方法。
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【００２９】
（構成１６）
　構成８から１５のいずれかに記載のマスクブランクの製造方法で製造されたマスクブラ
ンクの前記薄膜に転写パターンを形成する工程を備えることを特徴とする転写用マスクの
製造方法。
【００３０】
（構成１７）
　構成１６に記載の転写用マスクの製造方法で製造された転写用マスクを露光装置のマス
クステージにチャックし、リソグラフィー法により前記転写用マスクの転写パターンを半
導体基板上にパターン転写する露光工程を有することを特徴とする半導体デバイスの製造
方法。
【００３１】
（構成１８）
　前記露光装置は、前記転写用マスクの転写パターンから透過した透過光の波面に対し、
ゼルニケ多項式で定義される形状の波面補正を行う機能を有し、かつ、マスクステージが
前記シミュレーション工程で用いたものと同じ形状を有するものであることを特徴とする
構成１７記載の半導体デバイスの製造方法。
【００３２】
（構成１９）
　構成７記載のマスクブランク用基板の製造方法で製造されたマスクブランク用基板の一
方の主表面に前記転写パターン形成用の薄膜を設けてマスクブランクを製造する工程と、
　前記製造されたマスクブランクの前記転写パターン形成用の薄膜に転写パターンを形成
して転写用マスクを製造する工程と、
　製造された前記転写用マスクを露光装置のマスクステージにチャックし、リソグラフィ
ー法により前記転写用マスクの転写パターンを半導体基板上にパターン転写する露光工程
とを有し、
　前記露光装置は、前記転写用マスクの転写パターンから透過した透過光の波面に対し、
ゼルニケ多項式で定義される形状の波面補正を行う機能を有し、かつ、マスクステージが
前記シミュレーション工程で用いたものと同じ形状を有するものであり、
　前記露光工程は、前記マスクブランク用基板に対応付けされている前記仮想基準面にお
けるゼルニケ多項式に係る情報を用い、前記転写用マスクの転写パターンから透過した透
過光の波面に対して補正を行うことを特徴とする半導体デバイスの製造方法。
【００３３】
（構成２０）
　構成１５記載のマスクブランクの製造方法で製造されたマスクブランクの前記転写パタ
ーン形成用の薄膜に転写パターンを形成して転写用マスクを製造する工程と、
　製造された前記転写用マスクを露光装置のマスクステージにチャックし、リソグラフィ
ー法により前記転写用マスクの転写パターンを半導体基板上にパターン転写する露光工程
とを有し、
　前記露光装置は、前記転写用マスクの転写パターンから透過した透過光の波面に対し、
ゼルニケ多項式で定義される形状の波面補正を行う機能を有し、かつ、マスクステージが
前記シミュレーション工程で用いたものと同じ形状を有するものであり、
　前記露光工程は、前記マスクブランクに対応付けされている前記仮想基準面におけるゼ
ルニケ多項式に係る情報を用い、前記転写用マスクの転写パターンから透過した透過光の
波面に対して補正を行うことを特徴とする半導体デバイスの製造方法。
【発明の効果】
【００３４】
　この発明によれば、転写用マスクを露光装置のマスクステージにチャックした時の影響
を考慮して、シミュレーションにより、露光状態での転写用マスクの基板部分（マスクブ
ランク用基板）における主表面形状（転写主面形状）を求め、且つ、機械的平坦性から光
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学的平坦性に置き換えた基準値で選別することにより、極めて高い実質的な平坦度の要求
を満たすマスクブランク用基板が得られる。また、マスクブランク用基板の加工時のスル
ープットを低下させることなく、また、製造装置設備負担も少なく、高平坦なマスクブラ
ンク用基板を製造することが可能となる。そのマスクブランク用基板を用いて製造された
マスクブランク及び転写用マスクの実効的平坦度も、マスクブランク用基板同様高いもの
になる。その転写用マスクを用いて露光を行うと、焦点裕度や高い位置精度が確保され、
極めて高い転写精度が得られる。その結果、製造される半導体デバイスの回路動作特性が
安定する。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の概念を説明するためのマスクブランク用基板の断面図である。
【図２】本発明によるマスクブランク用基板の製造工程を示す工程フロー図である。
【図３】透過型転写用マスクをマスクステージに載置した時の断面構造図である。
【図４】本発明によるマスクブランク用基板の製造工程を示す工程フロー図である。
【図５】マスクブランク用基板の主表面の表面高さ等高線分布図であり、（ａ）はサンプ
ルＡ、（ｂ）はサンプルＢ、そして（ｃ）はサンプルＣの場合を示す。
【図６】サンプルＡにおける直径１０４ｍｍ内の主表面の表面形状分布を示す等高線分布
図であり、（ａ）はマスクステージにチャックした時の表面形状をシミュレーションによ
り求めた表面形状シミュレーション図、（ｂ）はそれに対応する仮想基準面を示す等高線
分布図、そして（ｃ）はシミュレーションで取得した表面形状と仮想基準面との差分を示
す差分形状等高線分布図である。
【図７】サンプルＢにおける直径１０４ｍｍ内の主表面の表面形状分布を示す等高線分布
図であり、（ａ）はマスクステージにチャックした時の表面形状をシミュレーションによ
り求めた表面形状シミュレーション図、（ｂ）はそれに対応する仮想基準面を示す等高線
分布図、そして（ｃ）はシミュレーションで取得した表面形状と仮想基準面との差分を示
す差分形状等高線分布図である。
【図８】サンプルＣにおける直径１０４ｍｍ内の主表面の表面形状分布を示す等高線分布
図であり、（ａ）はマスクステージにチャックした時の表面形状をシミュレーションによ
り求めた表面形状シミュレーション図、（ｂ）はそれに対応する仮想基準面を示す等高線
分布図、そして（ｃ）はシミュレーションで取得した表面形状と仮想基準面との差分を示
す差分形状等高線分布図である。
【図９】露光装置の照明及び投影光学系の構成の概要を示す露光装置光学部の要部断面構
成図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について、図面を参照しながら、その概念を
含め具体的に説明する。なお、図中、同一又は相当する部分には同一の符号を付してその
説明を簡略化ないし省略することがある。
【００３７】
　［マスクブランク用基板の製造方法］
　ここでは、マスクブランク用基板及びその製造方法に関して説明する。最初に本発明の
構成概念を説明し、その後、その概念に基づいて実施した実施例を比較例とともに示す。
【００３８】
　まず、本発明は、投影レンズを介して像転写を行う上で本質的に求められているものは
、機械的な平面では必ずしもなく、波面の揃った光学的平坦面であることに基づいている
。この点について、図１を用いて説明する。マスクブランク用基板の主表面（転写パター
ン形成用の薄膜が設けられる側である一方の主表面）は、背景技術においても述べたよう
に、極めて高い平坦性が求められる。図１はマスクブランクの断面を示したもので、一般
的には、マスクブランク用基板１の主表面は、同図中の符号２に示すように、完全平坦面
となるように形成することが理想とされている。しかしながら、このような完全平坦面を
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実際に製造するのは大変困難である。また、局所プラズマエッチングなどの手法を使って
平坦度を高める方法も行われているが、この方法はスループットが低く、装置コストなど
もかかり、また異物欠陥が発生しやすいなどの副作用も多い。そこで、本発明においては
、機械的平坦面を過度に追求するのではなく、光学的平坦面、言い換えれば等波面的平坦
面を仮想基準面として追求する方向に発想を転換したものである。
【００３９】
　そして、本発明は、露光装置の投影レンズに備え付けられたレンズ収差を補正する収差
補正機能を用いて、光学的平坦面を、機械的平坦面からずれて研磨された面に対して近づ
けている。この点について、図１を用いて説明する。図１中の符号３は研磨を行って形成
された主表面の断面形状を示す。例えば、同図中のＡ点での理想的機械的平坦面からのず
れはｄ１となるが、露光装置の収差補正機能を使った光学的平坦面（断面）４からのずれ
はｄ２と極めて小さくできる。ここでの光学的平坦面とは、この面から波面を揃えて出た
光線が、レンズ収差補正機能を使って意図的に投影レンズに収差を与えることにより、理
想的な結像を示す面のことである。言い換えれば、ここで言う光学的平坦面とは、ウエハ
面を像点面とした時の投影レンズの共役上にある物点面のことで、投影レンズに意図的に
収差を与えて、機械的平坦面から所望に近い形状に変形させた物点面を言う。本願では、
この物点面の平坦度のことを光学的平坦度と呼ぶことにする。光学的平坦面は、機械的完
全平坦面というような一意的に決定される１つの固定面ではなく、マスクブランク用基板
の表面形状に応じて投影レンズに収差を与えることである程度の自由度を持って決めるこ
とができる。従って、機械的平坦度に比して、光学的平坦度を高めることが容易になる。
【００４０】
　また、本発明は、この光学的平坦面の記述に極座標系であるゼルニケ多項式近似面を使
用している。その極座標の原点は、マスクブランク用基板の中心である。ＡｒＦ露光装置
などに用いられるマスクブランク用基板は、一部隅の部分で面取りはされているものの、
縦横とも約１５２ｍｍ幅の四角形であり、またマスクパターン図形のレイアウトもＸＹ座
標表示となっていることから、座標系表示として、一般的にはＸＹ座標系が用いられてい
る。あえて四角形のマスクブランク用基板を極座標系で記述したところに本発明の特徴的
な点がある。ゼルニケ多項式は直交系の多項式であり、各変数が独立関係にあって取り扱
いが容易である。そして、投影レンズの収差特性が、フーリエ変換面である投影レンズの
瞳面での波面のゼルニケ多項式展開の各項と対応付けられるため、投影レンズ収差補正と
ブランク基板面の光学的平坦面を結びつけるのに大変好適である。なお、ＡｒＦ露光装置
としては、現在の主流はＡｒＦスキャナであるが、スキャナに限るものではなく、ステッ
パでも構わない。また、光源もＡｒＦエキシマレーザ（波長１９３ｎｍ）に限るものでは
なく、例えばＫｒＦエキシマレーザ（波長２４８ｎｍ）などでも構わない。
【００４１】
　このように、光学的平坦面を仮想基準面として、その表面形状をゼルニケ多項式近似で
表した形状に対して、研磨された透光性基板の主表面形状とフィッティングをとって、そ
の差が基準値以下のものをマスクブランク用基板として選定することが本発明の骨子であ
る。ここで、このフィッティングにおいては、マスクブランク用基板から製造された転写
用マスクを露光装置のマスクステージにチャックする時に発生する応力に伴う転写用マス
クの基板部分（透光性基板やマスクブランク用基板と実質同じ、以下、透光性基板あるい
はマスクブランク用基板と記載する。）の変形やマスクブランク用基板の自重撓み変形も
考慮する。すなわち、研磨された透光性基板の主表面形状をフリースタンディング状態で
計測した場合は、その主表面形状の計測データを用いて露光装置のマスクステージにチャ
ックした時に発生する応力に伴う透光性基板の変形や透光性基板の自重撓み変形をシミュ
レーションにより求め、露光装置で露光する時の透光性基板の主表面形状（転写主面形状
）に対して、前記仮想基準面とのフィッティングを行う。このシミュレーションの代表的
な手法は有限要素法であるが、この方法に限定されるものではない。また、このシミュレ
ーションにあたっては、マスクステージのチャック形状、チャックが接触する領域を含む
透光性基板の主表面形状、透光性基板の弾性係数、及び透光性基板の比重などを考慮する
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と良い。ここで、チャックされる領域よりも外側の領域まで透光性基板の主表面形状をシ
ミュレーションに組み入れておくことが好ましい。
【００４２】
　上記フィッティングによってマスクブランク用基板を選定する指標としては、透光性基
板の主表面における所定の直径を有する円の内側の算出領域で算出される仮想基準面と透
光性基板の主表面形状の差分の最高高さと最低高さの差、いわゆるＰＶ値が好適であるこ
とが、検討の結果わかった。一点でもＰＶ値が外れると、その場所では波面がその分ずれ
るので、その場所での転写特性に悪影響が出る。
【００４３】
　上記算出領域は、露光装置のスキャン露光時の露光スリット長を考慮して設定されるべ
きである。算出領域（仮想基準面の大きさと等価。）は、８４ｍｍ以上の直径を有する円
の内側領域であることが少なくとも望まれる。また、算出領域は、９４ｍｍ以上の直径を
有する円の内側領域であると好ましく、露光スリット長の最大値である１０４ｍｍの直径
を有する円の内側領域であるとより好ましい。
【００４４】
　マスクブランク用基板の選定の基準値は、その選定されたマスクブランク用基板から作
製される転写用マスクに対する要求精度に応じて定めれば良いが、十分な波面制御が求め
られる場合は、位相差による投影露光時の悪影響が充分小さく、波面計測測定装置の計測
精度基準の１つとなっている露光波長λの１/８、すなわちλ/８とすることが好ましい。
転写評価の結果、通常はこの基準で十分な転写精度が得られた。露光装置の調整時や品質
管理（ＱＣ：Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）を行うとき等、より高い精度が求められ
るときは、選別の基準値をλ/１０とすることがさらに好ましい。
【００４５】
　フィッティングによってマスクブランク用基板を選定する第２の指標は、前述の差分形
状から算出される決定係数Ｒ２である。決定係数Ｒ２とは、重相関係数の２乗で、寄与率
とも呼ばれるもので、標本値から求めた回帰方程式の当てはまりの良さの尺度として良く
用いられる指標である。その定義式は、実測値をy、回帰方程式による推定値をfとすると
、
【００４６】
【数１】

であり、この値が１に近いほど相対的な残差が少ないことを表す。ＰＶ値がポイントでの
異常を選別する指標に対し、決定係数Ｒ２は形状全体の残差の大きさを表す指標となる。
マスクを作成して転写との相関をとって種々調べた結果、決定係数Ｒ２が０．９以上で十
分な転写精度が得られた。
【００４７】
　加えて、より好ましい転写性能を与えるマスクブランク用基板を製造するために、以下
の点について詳細な検討を行った。
【００４８】
　投影レンズの収差補正機能は、ゼルニケ多項式における半径に係わる変数の次数が３次
以降の高次の項も可能である。このため、仮想基準面を定義するゼルニケ多項式における
半径に係わる変数の次数についても、露光装置の投影レンズの収差補正機能で補正可能な
形状の次数であること以外の制約はない。たとえば、仮想基準面を定義するゼルニケ多項
式は、半径に係わる変数の次数が４次である項を１つ以上含むものであってもよく、半径
に係わる変数の次数が３次である項を１つ以上含むものであってもよい。
【００４９】
　一方、高次の項まで使ってフィッティングを行うと、ある時点では良いが、露光状況に
よっては投影レンズの高次の収差が変動して、不都合が生じる場合があるということもわ



(12) JP 6199115 B2 2017.9.20

10

20

30

40

50

かった。この点については、[露光方法及びそれを用いたデバイスの製造方法]において詳
細を後述する。また、次数が１次の項のみでは１次元的なティルト補正であり、これでは
十分な光学平坦性を得ることができないこともわかった。よって半径に係わる変数の次数
が２次以下の項のみで構成され、かつ半径に係わる変数の次数が２次の項を１つ以上含む
ことが好ましいことが、詳細な検討の結果わかった。その必要な代表の２次の項はデフォ
ーカスの項であり、デフォーカスの項は、アリゾナ大学表記では第４項、標準形では第５
項にあたる。なお、ゼルニケ多項式近似は標準形、アリゾナ大学方式、及びフリンジゼル
ニケ方式など各種の方式があるが、本発明の適用にあたっては、どの形式のゼルニケ多項
式近似を用いても問題はない。
【００５０】
　前述の手法では、マスクブランクの中心を基準とした所定の直径（最大で１０４ｍｍ）
の内側領域における光学的平坦度は十分確保されるが、チップ露光は最大１０４ｍｍ×１
３２ｍｍ領域で行われる。そこで前述の光学的平坦度選別に加え、マスクブランク用基板
の中心を基準とした一辺が１３２ｍｍの四角形の内側領域において、露光装置のマスクス
テージにチャックしたときにおけるチャック後主表面形状（転写主面形状）を前記シミュ
レーションした後の平坦度を０．２μｍ以下とする基準を併用すると、全面にわたってさ
らに良い転写結果が得られた。なお、チップ露光は最大でも１０４ｍｍ×１３２ｍｍと、
本測定基準領域の１３２ｍｍ×１３２ｍｍより小さいが、これはマスクブランクの向きを
限定しないためである。また、マスクブランク用基板の主表面は、所定以上の表面粗さに
鏡面研磨されている必要がある。主表面は、一辺が５μｍの四角形の内側領域で算出され
る自乗平方根平均粗さＲｑが０．２ｎｍ以下であることが好ましく、０．１５ｎｍ以下で
あるとより好ましい。なお、表面粗さは、例えば原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）によって測定
できる。
【００５１】
　次に本発明の概念に沿って高平坦度なマスクブランク用基板を製造する工程を、図２の
マスクブランク用基板の製造工程フローチャート図を参照しながら説明する。
【００５２】
　最初は、図２の工程Ｓ１に示すように、合成石英インゴットからマスクブランク用基板
の形状に透光性基板を切り出し、次に同図の工程Ｓ２に示すように、切り出した透光性基
板の主表面、端面及び面取り面に対して研磨を行う研削工程、続いて同図の工程Ｓ３に示
すように、主表面に対してその表面を精密に研磨する工程を行う。この研磨は通常多段階
で行われる。研磨の方法は様々であってここでは特に制限を設けるわけではないが、酸化
セリウム等の研磨剤を用いたＣＭＰ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　Ｐｏｌ
ｉｓｈｉｎｇ）やコロイダルシリカ等の研磨剤を用いたポリッシングが好適に行われる。
その後、同図の工程Ｓ４に示すように、主表面の精密な形状測定を行う。以上の工程Ｓ４
までは、通常の方法であってよい。なお、ここではマスクブランク材料として一般的な合
成石英ガラスの場合を示したが、露光光に対して透明であって、転写用マスクの基板とし
て用いることができるものであれば、必ずしもこれに限定されるものではない。例えば、
露光波長によっては、ソーダライムガラス、アルミノシリケートガラス、ボロシリケート
ガラス、無アルカリガラス、フッ化カルシウムガラスなども適用可能である。
【００５３】
　本発明の特徴は、図２の工程Ｓ５以降にある。まず、工程Ｓ５で、露光装置のマスクス
テージに前記透光性基板をチャックした時の主表面（転写主面）の変形を計算して、後工
程で選定されたマスクブランク用基板を基に作製される転写用マスクの露光時の状態での
基板部分の主表面の表面形状をシミュレーションにより取得する。
【００５４】
　図３は、透過型の転写用マスクを露光装置のマスクステージにチャックした時の断面図
である。この場合、マスクステージ５０の上に透過型の転写用マスク５１を載置し、吸着
部５２により真空吸着あるいは減圧吸着する。これは、特に露光装置がスキャナの場合、
ウエハと同期してマスクを高速にスキャンする必要があり、マスクステージ５０から転写
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用マスク５１がずれないように固定するためである。マスクステージ５０と転写用マスク
５１とが接触する部分（接触部）５５は転写用マスクの周辺部であり、且つ、マスクパタ
ーン５３が形成されている主表面（転写主面）５４の側である。このような使用法となる
ため、この透光性基板の主表面形状をシミュレーションするにあたっては、マスクステー
ジと接触する可能性のある外周部分まで含めたマスクブランク用基板の主表面形状、真空
吸着あるいは減圧吸着するためのチャック部の形状、チャック部が接触する部分のマスク
ブランク用基板の表面形状を、計算に取り込むことが望ましい。転写用マスク５１は、外
周部の一部を支えられた状態で水平に置かれるため、自重による撓みも発生する。そこで
、真空吸着あるいは減圧吸着とマスクステージとの接触部によって発生する応力と自重撓
みを考慮して、シミュレーションを行う。ここで、工程Ｓ４で取得した主表面形状を基に
このシミュレーションが行われるが、この形状の測定法に留意しておく必要がある。透光
性基板の主表面の形状が、透光性基板の自重や外部応力により変形することが少ないフリ
ースタンディング状態での計測の場合は実計測値の適用で良いが、複数箇所のピン上に透
光性基板を水平に載置して測定する場合は、自重撓みなどによりフリー状態から変形する
ので、その変形を考慮してシミュレーションを行うのが望ましい。なお、フリースタンデ
ィングでの計測とは、例えば、透光性基板の側面を底部にして透光性基板を垂直に立てた
状態で計測する方法である。
【００５５】
　次に、仮想基準面の算出計算を行う。この仮想基準面は、前述のように、極座標系で表
現されたゼルニケ多項式によって決定される光学的平坦面である。前述のように効率を鑑
みると、この仮想基準面は、半径に係わる変数の次数が２次以下の項のみで構成され、か
つ半径に係わる変数の次数が２次の項を１つ以上含むゼルニケ多項式によって定義される
のが実用的であるが、より高次の項を含んで精度を上げても良い。範囲は、例えば透光性
基板の中央を中心とした直径１０４ｍｍの円内とする。この仮想基準面の算出にあたって
は、工程Ｓ５でシミュレーションされた透光性基板の主表面の表面形状（転写主面）を参
考にして算出計算される。次に、図２の工程Ｓ７に示すように、工程Ｓ５で算出計算され
た仮想基準面形状と工程Ｓ５でシミュレーションされた透光性基板の主表面形状との差分
を計算し、差分形状のデータ（差分データ）を取得する。その後、図２の工程Ｓ８に示す
ように、工程Ｓ７で得られた差分データから最高高さと最低高さの差、いわゆるＰＶ値を
計算する。その後、図２の工程Ｓ９に示すように、工程Ｓ８で求めたＰＶ値が予め定めた
所定値Ｘ以下であるか、それを超える値であるかを判定し、Ｘ以下の透光性基板は高平坦
マスクブランク用基板として選別して終了する（図２の工程Ｓ１０）。それを超える透光
性基板は、低・中平坦品として、ミドルレイヤーやラフレイヤー用のマスクブランク用基
板としての活用を考えるか、工程Ｓ３の研磨工程に戻すか、局所加工工程を経て工程Ｓ４
以降再度同様の工程を踏むか、あるいはこの透光性基板を廃棄する（図２の工程Ｓ１１）
。ここで、所定値Ｘは、この基準で選定されたマスクブランク用基板を使って作製される
透過型の転写用マスクの適用層、例えば、ポリ層（ゲート層）であるとか、配線層である
とか、拡散層であるとかによって求められる精度が異なるため、要求される必要精度に応
じて値を定めるのが実用的である。光学的な見地に立つと、所定値Ｘとしては、例えば、
露光波長λの１/８が挙げられる。光学計測で公知のように、露光波長λの１/８という値
は波面制御の代表的な基準値であり、その値を境に結像性能等に大きな違いがあるためで
ある。
　以上のマスクブランク用基板の製造方法により、実用的に極めて高い平坦度を有するマ
スクブランク用基板が、高いスループットを持って製造することが可能となる。ＡｒＦエ
キシマ露光の場合のλ/８は２５ｎｍ（小数点以下切上げ）であり、従来法より格段に高
い光学的平坦度が、マスクブランク用基板の加工時のスループットを低下させることなく
得られ、また、製造装置設備負担も抑えることが可能となる。
【００５６】
　次に、決定係数Ｒ２を用いたもう一つのマスクブランク用基板を製造する工程を、図４
のマスクブランク用基板の製造工程フローチャート図を参照しながら説明する。工程Ｓ９
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までは前述の図２のマスクブランク用基板の製造方法と同一である。違いは工程Ｓ９以降
で、ＰＶ値が予め定めた所定値Ｘ以下の透光性基板であった場合、図４の工程Ｓ１２に示
すように、差分形状（差分データ）から算出される決定係数Ｒ２を計算する。そして図４
の工程Ｓ１３に示すように、決定係数Ｒ２が０．９以上の透光性基板は高平坦マスクブラ
ンク用基板として選別し、終了する。０．９未満の透光性基板は、低・中平坦品として、
ミドルレイヤーやラフレイヤー用のマスクブランク用基板としての活用を考えるか、工程
Ｓ３の研磨工程に戻すか、局所加工工程を経て工程Ｓ４以降再度同様の工程を踏むか、あ
るいはこの透光性基板を廃棄する。この方法では、１点異常点のみの判定ではなく、形状
全体の光学平坦面とのフィッティング度をも併用して選別するため、そのマスクブランク
用基板を使って製造された転写用マスクの転写精度は高い。
【００５７】
　なお、工程Ｓ１２及びＳ１３は、差分形状を算出する工程Ｓ７が行われた後であれば、
どの段階で行われてもよい。たとえば、工程Ｓ１２を工程Ｓ８と工程Ｓ９の間で行っても
よいし、工程Ｓ１２とＳ１３を工程Ｓ９よりも先に行ってもよい。また、ＰＶ値の計算と
所定値（基準値）との比較判定（工程Ｓ８及びＳ９）と、決定係数Ｒ２の計算と基準値と
の比較判定（工程Ｓ１２及びＳ１３）の順番を入れ替えることも可能である。なお、ここ
で決定した仮想基準面の情報は保持しておいて、露光装置のレンズ収差補正機能に反映さ
せることが、投影レンズの共役面での露光が容易に可能になるので、好ましい。
【００５８】
　［マスクブランクの製造方法］
　本発明のマスクブランクの製造方法は、前述のマスクブランク用基板の製造方法で製造
されたマスクブランク用基板の一方の主表面に転写パターン形成用の薄膜を設ける工程を
備えることを特徴としている。
【００５９】
　ここで重要となるのは薄膜の応力の制御で、この薄膜による応力でマスクブランク用基
板が歪むと、基板表面の平坦度は変化する。この膜応力による基板主表面の変形は、同心
円状の２次曲面という比較的単純な変形であり、露光機の収差補正によって対応できるが
、一方で、薄膜の応力が大きすぎると、マスクブランクから転写用マスクを製造する際に
行われる薄膜のパターンニング時に、薄膜パターンの位置ずれが起こるという問題が生じ
る。マスクブランクの中心を基準とし、一辺が１３２ｍｍの四角形の内側領域の機械的平
坦度の変化量と膜応力の関係を調べたところ、平坦度変化量１０ｎｍ、２０ｎｍ、２５ｎ
ｍ、３０ｎｍ、４０ｎｍ、及び５０ｎｍに対応する膜応力は、それぞれ５５ＭＰａ、１１
０ＭＰａ、１３７ＭＰａ、１６５ＭＰａ、２２０ＭＰａ、及び２７５ＭＰａであった。こ
の結果から、薄膜の応力は、２７５ＭＰａ以下が望ましく、１６５ＭＰａ以下だとさらに
望ましく、１１０ＭＰａ以下だとさらに一層望ましいことがわかる。
【００６０】
　したがって、薄膜の膜応力を調整する必要があるが、その方法としては、例えば、加熱
処理（アニール）を行う方法やフラッシュランプ等の高エネルギー光を薄膜に対して照射
する光照射処理を行う方法などがある。この膜応力調整に留意して薄膜形成を行えば、露
光波長λの１／８という光学的に高平坦なマスクブランクを製造することができ、そのマ
スクブランクを使って製造された転写用マスクを用いて露光を行うと、焦点深度、位置ず
れ、及び解像度に優れ、それを使って製造される半導体デバイスの回路特性も安定する。
【００６１】
　本発明のマスクブランク及び本発明のマスクブランクの製造方法で製造されるマスクブ
ランクは、以下の（１）～（３）の構成のものを適用することができる。
（１）遷移金属を含む材料からなる遮光膜を備えたバイナリマスクブランク
　かかるバイナリマスクブランクは、透光性基板上に遮光膜（転写パターン形成用の薄膜
）を有する形態のものであり、この遮光膜は、クロム、タンタル、ルテニウム、タングス
テン、チタン、ハフニウム、モリブデン、ニッケル、バナジウム、ジルコニウム、ニオブ
、パラジウム、ロジウム等の遷移金属単体あるいはその化合物を含む材料からなる。例え
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ば、クロムや、クロムに酸素、窒素、炭素などの元素から選ばれる１種以上の元素を添加
したクロム化合物で構成した遮光膜が挙げられる。また、例えば、タンタルに、酸素、窒
素、ホウ素などの元素から選ばれる１種以上の元素を添加したタンタル化合物で構成した
遮光膜が挙げられる。かかるバイナリマスクブランクは、遮光膜を、遮光層と表面反射防
止層の２層構造や、さらに遮光層と基板との間に裏面反射防止層を加えた３層構造とした
ものなどがある。また、遮光膜の膜厚方向における組成が連続的又は段階的に異なる組成
傾斜膜としてもよい。
【００６２】
（２）遷移金属及びケイ素（遷移金属シリサイド、特にモリブデンシリサイドを含む）の
化合物を含む材料からなる光半透過膜を備えた位相シフトマスクブランク
  かかる位相シフトマスクブランクとしては、透光性基板（ガラス基板）上に光半透過膜
（転写パターン形成用の薄膜）を有する形態のものであって、該光半透過膜をパターニン
グしてシフタ部を設けるタイプであるハーフトーン型位相シフトマスクが作製される。か
かる位相シフトマスクにおいては、光半透過膜を透過した光に基づき転写領域に形成され
る光半透過膜パターンによる被転写基板のパターン不良を防止するために、透光性基板上
に光半透過膜とその上の遮光膜（遮光帯）とを有する形態とするものが挙げられる。また
、ハーフトーン型位相シフトマスクブランクのほかに、透光性基板をエッチング等により
掘り込んでシフタ部を設ける基板掘り込みタイプであるレベンソン型位相シフトマスク用
やエンハンサー型位相シフトマスク用のマスクブランクが挙げられる。
【００６３】
　前記ハーフトーン型位相シフトマスクブランクの光半透過膜は、実質的に露光に寄与し
ない強度の光（例えば、露光波長に対して１％～３０％）を透過させるものであって、所
定の位相差（例えば１８０度）を有するものである。この光半透過膜をパターニングした
光半透過部と、光半透過膜が形成されていない実質的に露光に寄与する強度の光を透過さ
せる光透過部とによって、光半透過部を透過して光の位相が光透過部を透過した光の位相
に対して実質的に反転した関係になるようにすることによって、光半透過部と光透過部と
の境界部近傍を通過し回折現象によって互いに相手の領域に回り込んだ光が互いに打ち消
しあうようにし、境界部における光強度をほぼゼロとし境界部のコントラスト即ち解像度
を向上させるものである。
【００６４】
　この光半透過膜は、例えば遷移金属及びケイ素（遷移金属シリサイドを含む）の化合物
を含む材料からなり、これらの遷移金属及びケイ素と、酸素及び／又は窒素を主たる構成
要素とする材料が挙げられる。遷移金属には、モリブデン、タンタル、タングステン、チ
タン、ハフニウム、ニッケル、バナジウム、ジルコニウム、ニオブ、パラジウム、ルテニ
ウム、ロジウム、クロム等が適用可能である。また、光半透過膜上に遮光膜を有する形態
の場合、上記光半透過膜の材料が遷移金属及びケイ素を含むので、遮光膜の材料としては
、光半透過膜に対してエッチング選択性を有する（エッチング耐性を有する）特にクロム
や、クロムに酸素、窒素、炭素などの元素を添加したクロム化合物で構成することが好ま
しい。
【００６５】
　レベンソン型位相シフトマスクは、バイナリマスクブランクと同様の構成のマスクブラ
ンクから作製されるため、転写パターン形成用の薄膜の構成については、バイナリマスク
ブランクの遮光膜と同様である。エンハンサー型位相シフトマスク用のマスクブランクの
光半透過膜は、実質的に露光に寄与しない強度の光（例えば、露光波長に対して１％～３
０％）を透過させるものではあるが、透過する露光光に生じさせる位相差が小さい膜（例
えば、位相差が３０度以下。好ましくは０度。）であり、この点が、ハーフトーン型位相
シフトマスクブランクの光半透過膜とは異なる。この光半透過膜の材料は、ハーフトーン
型位相シフトマスクブランクの光半透過膜と同様の元素を含むが、各元素の組成比や膜厚
は、露光光に対して所定の透過率と所定の小さな位相差となるように調整される。
【００６６】



(16) JP 6199115 B2 2017.9.20

10

20

30

40

50

（３）遷移金属、遷移金属及びケイ素（遷移金属シリサイド、特にモリブデンシリサイド
を含む）の化合物を含む材料からなる遮光膜を備えたバイナリマスクブランク
　この遮光膜（転写パターン形成用の薄膜）は、遷移金属及びケイ素の化合物を含む材料
からなり、これらの遷移金属及びケイ素と、酸素又は窒素のうちの少なくとも１つ以上を
主たる構成要素とする材料が挙げられる。また、遮光膜は、遷移金属と、酸素、窒素又は
ホウ素のうちの少なくとも１つ以上を主たる構成要素とする材料が挙げられる。遷移金属
には、モリブデン、タンタル、タングステン、チタン、ハフニウム、ニッケル、バナジウ
ム、ジルコニウム、ニオブ、パラジウム、ルテニウム、ロジウム、クロム等が適用可能で
ある。特に、遮光膜をモリブデンシリサイドの化合物で形成する場合であって、遮光層（
ＭｏＳｉ等）と表面反射防止層（ＭｏＳｉＯＮ等）の２層構造や、さらに遮光層と基板と
の間に裏面反射防止層（ＭｏＳｉＯＮ等）を加えた３層構造がある。また、遮光膜の膜厚
方向における組成が連続的又は段階的に異なる組成傾斜膜としてもよい。
【００６７】
　また、レジスト膜の膜厚を薄膜化して微細パターンを形成するために、遮光膜上にエッ
チングマスク膜を有する構成としてもよい。このエッチングマスク膜は、遷移金属シリサ
イドを含む遮光膜のエッチングに対してエッチング選択性を有する（エッチング耐性を有
する）特にクロムや、クロムに酸素、窒素、炭素などの元素を添加したクロム化合物から
なる材料で構成することが好ましい。このとき、エッチングマスク膜に反射防止機能を持
たせることにより、遮光膜上にエッチングマスク膜を残した状態で転写用マスクを作製し
てもよい。
【００６８】
　なお、上記（１）～（３）において、透光性基板（ガラス基板）と遮光膜との間、又は
光半透過膜と遮光膜との間に、遮光膜や光半透過膜に対してエッチング耐性を有するエッ
チングストッパー膜を設けてもよい。エッチングストッパー膜は、エッチングストッパー
膜をエッチングするときにエッチングマスク膜を同時に剥離することができる材料として
もよい。
【００６９】
　［転写用マスクの製造方法］
　本発明の転写用マスクの製造方法は、前記のマスクブランクの製造方法で製造されたマ
スクブランクの薄膜に転写パターンを形成する工程を備えることを特徴としている。以下
、マスクブランクから転写用マスクを製造する工程について説明する。なお、ここで使用
するマスクブランクは、前述（２）の位相シフトマスクブランクであり、透光性基板上に
、光半透過膜（転写パターン形成用の薄膜）と遮光膜が順に積層した構造を備える。また
、この転写用マスク（位相シフトマスク）の製造方法は一例であり、一部の手順を変えて
も製造することは可能である。
【００７０】
　まず、位相シフトマスクブランクの遮光膜上に、レジスト膜をスピン塗布法によって形
成する。このレジスト膜には、電子線露光描画用の化学増幅型レジストが好ましく用いら
れる。次に、レジスト膜に対して、光半透過膜に形成すべき転写パターンを電子線で露光
描画し、現像等の所定の処理を施し、転写パターンを有するレジストパターンを形成する
。続いて、遮光膜に対してレジストパターンをマスクとしたドライエッチングを行い、遮
光膜に光半透過膜に形成すべき転写パターンを形成する。ドライエッチング後、レジスト
パターンを除去する。次に、光半透過膜に対し、転写パターンを有する遮光膜をマスクと
したドライエッチングを行い、光半透過膜に転写パターンを形成する。続いて、レジスト
膜をスピン塗布法で再度形成し、遮光膜に形成すべきパターン（遮光帯等のパターン）を
電子線で露光描画し、現像等の所定の処理を施し、レジストパターンを形成する。遮光膜
に対し、遮光帯等のパターンを有するレジストパターンをマスクとするドライエッチング
を行い、遮光膜に遮光帯等のパターンを形成する。そして、所定の洗浄処理等を施し、転
写用マスク（位相シフトマスク）が出来上がる。
【００７１】
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　本方法で製造された転写用マスクの基板露出面（パターン形成用薄膜が残されていない
開口部の基板主表面）の光学的平坦度は所望の所定値Ｘ、あるいは露光波長λの１/８以
下と極めて高く、十分な波面コントロールがなされた転写用マスクを製造することが可能
となった。波面コントロールが十分なされるため、この転写用マスクを用いて露光を行う
と、焦点深度、位置ずれ、及び解像度に優れ、それを使って製造される半導体デバイスの
回路特性も安定していた。
【００７２】
　本発明は、転写用マスクの種類によらずに効果的で、バイナリマスク、ハーフトーン型
位相シフトマスク、エンハンサーマスク、及びレベンソン型位相シフトマスクともに効果
がある。
【００７３】
　この中で、バイナリマスクは最も汎用に用いられ、特別な方法で遮光帯を作る必要もな
いので、量産上効果が大きい。また、ハーフトーン型位相シフトマスクに関しては、パタ
ーン開口部はもとより光半透過部からも露光光が透過するため、波面制御の転写性能への
影響が大きいので、本方法で製造された転写用マスクは特に効果が大きい。
【００７４】
　［露光方法及びそれを用いたデバイスの製造方法］
　ここでは、前述の方法で製造したマスクを用いた露光方法及びそれを用いたデバイスの
製造方法について述べる。
　最初に、露光装置の光学系部分の概要を装置構成の概要を断面図にして示した装置構成
概要図である図９を参照しながら説明する。露光装置の光学系部分は以下の構成になって
いる。光源３１から露光光３２が発せられ、照明光学系３３を介して転写用マスク３４に
露光光が照射される。転写用マスク３４を透過した露光光は投影レンズ３５及び３８を介
してウエハステージ３９上に載置されたウエハ４０上に照射されて露光が行われる。投影
レンズ３５及び３８の間にある瞳３６部分には一般的に可動絞りが設置されていて投影レ
ンズの開口数（ＮＡ：Ｎｕｍｅｒｉｃａｌ　Ａｐｅｒｔｕｒｅ）が調整できるようになっ
ている。投影レンズ３５及び３８はこの図では各々１枚のレンズで描かれているが実際に
は多数のレンズ群から成り立っており、その相互位置は一部微動できるようになっていて
低次を中心としたレンズ収差の補正ができる機構が組み込まれている。また、瞳３６の近
傍には位相フィルタ３７が組み込まれていて、この位相フィルタ３７を調整することによ
って高次のレンズ収差、特にレンズ部分ヒーティングによる高次収差のリアルタイム補正
が可能なようになっている。
【００７５】
　この低次のレンズ収差補正はティルト、非点収差などゼルニケの多項式の６項までを含
む。すなわち、半径に係る変数の次数が２次以下の項のみで構成され、かつ半径に係る変
数の次数が２次の項を１以上含むゼルニケ多項式によって規定される項を補正する機能が
ある。本発明の転写用マスクを用いると、この低次のレンズ収差補正によって投影レンズ
３５、３８にとってウエハ４０上と共役の位置に転写用マスクの主表面を持ってくること
ができ、この転写用マスクの主表面は光学的平坦面となる。このため、この転写用マスク
を用いて露光を行うと、焦点深度、位置ずれ、及び解像度に優れ、それを使って製造され
る半導体デバイスの回路特性も安定する。
【００７６】
　照明光学系３３にはズーミング機構や可動式マルチミラー光学系などが組み込まれてい
て、所望の形状の照明を設定できるようになっている。通常照明は照明部と遮光部（光が
遮断される部分）からなっている。照明部は中央を中心とした円形で、その円の大きさで
照明条件を定義する。（これをコヒーレンシーと呼んでいる）一方、メモリ系デバイスを
中心に最近よく使われるようになってきているのがダイポール照明と呼ばれるものである
。中央からＸ軸上に離れて円形状の小さな照明部が配置され、その周りは遮光部となって
いるのがＸダイポールと呼ばれるものである。照明部が円形から扇型などに変形された変
形ダイポール照明も使われることがある。このＸダイポール照明はＸ方向の解像度が高く
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、Ｘ方向に密で微細なパターンの形成に適している。このＸダイポール照明の際、照明光
を、通常なら遮光部（フィールド部）に回る光もこの照明部に集中させ、照射効率を上げ
る機構が照明光学系３３に組み込まれている。したがって投影レンズ３５及び３８におい
ては、レンズの一部分に集中的に強い露光光が通り、部分的レンズヒーティングが起こる
。この熱によってレンズは歪むので複雑な高次のレンズ収差が発生する。また、デバイス
製造においては、Ｘダイポール照明ばかりでなく、Ｙダイポール照明も多用される。この
場合は、Ｙ方向に密で微細なパターンの形成に適している。メモリでは、特に微細なパタ
ーン形成が要求されるのがワード線とビット線であるが、一般にその両者は直行関係の配
置、すなわちＸ方向に密な配線と、Ｙ方向に密な配線とからなる。そのようなこともあっ
てＸダイポール照明とＹダイポール照明が両者多用して用いられる。また、ロジックパタ
ーンなどでの様々な形状のパターン形成には、通常照明が多用される。このように様々な
照明が使われるので、レンズヒーティングが起こる場所も様々で、レンズ高次収差の発生
も様々である。ヒーティングなので露光を始めた時と続けて多量処理をしている時でも異
なり、高次のレンズ収差補正は経時変化に追従する必要もある。この高次の収差補正は、
ゼルニケの多項式で表すと半径方向３次以上の項であり、その項は逐次補正がなされるこ
とになる。よって、転写用マスクの光学平坦面を、半径方向３次以上のゼルニケ多項式の
項まで補正しても、ある時点でのある照明状態での光学的平坦に過ぎず、様々な使用状況
の中では十分な波面コントロールにはならない。したがって、前述したように、半径に係
る変数の次数が２次以下の項のみで構成され、かつ半径に係る変数の次数が２次の項を１
以上含むゼルニケ多項式によって転写用マスクの仮想基準面である光学平坦面を設定する
のが効率的で、効果的である。但し、これは露光装置を汎用な層やデバイスに適用した場
合であり、特定層に特化利用したり、逐次補正を必要としてもより高い精度を要求したり
する時はより高次の項まで取り込むことが効果的である。
【００７７】
　以下、露光適用の応用例３例を以下に示す。
　　＜ハーフトーン型位相シフトマスクのサブピーク転写回避例＞
　ここで示すのは、ハーフトーン型位相シフトマスクを用いた時にしばしば問題となるサ
ブピーク転写不良を改善した例である。ウエハ用レジストとしてポジレジストを用いた場
合、サブピーク現象によってレジスト部であるべき場所にレジストくぼみが生じることが
ある。このくぼみは被加工膜のエッチングの際に突き抜けを起こし、デバイス回路の欠陥
の巣となって、デバイスの製造歩留まりを落としたり、回路動作の不安定要因になったり
する。レジスト膜厚を厚くできればこの問題は解消されるが、レジスト解像度の問題やパ
ターン倒れの問題などがあってレジストを厚くすることは困難である。この問題の解決法
の一つはレンズに低次の収差を与え、サブピークが出にくくすることであるが、一方でこ
の方法では露光裕度、特にフォーカス裕度が小さくなる。したがってマスクブランク用基
板や転写用マスクに対してはより厳しい平坦度が要求される。そこで、本実施の形態のマ
スクブランク用基板及び転写用マスクを用い、このマスクブランク用基板や転写用マスク
に対して光学平坦面を与えるべく投影レンズに対し、極座標表示のゼルニケ多項式によっ
て定義される収差補正を加え、さらにその補正の上にサブピーク転写防止の低次の補正を
加えて露光を行った。その結果、必要な焦点裕度を確保した上で、上記ハーフトーン型位
相シフトマスクを用いた時のサブピーク転写の問題を回避することができた。これは、本
実施の形態のマスクブランク用基板及び転写用マスクでは、光学平坦度λ/８以下が達成
されることによる。
【００７８】
　　＜露光装置ＱＣ適用例＞
　ここで示すのは、露光装置の品質管理（ＱＣ：Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）に適
用した例である。露光装置の投影レンズの高次の収差補正は前述の通り、露光状況に応じ
て逐次調整されるものであるが、半径に係る変数の次数が２次以下の項のみで構成され、
かつ半径に係る変数の次数が２次の項を１以上含むゼルニケ多項式で記述されるような低
次の項は、前述のように半導体デバイスの適用層によっては変化させるが、露光装置管理
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という観点では基準値は半固定で運用すべきものである。通常はこれらの低次のレンズ収
差補正は経時的に変化しないものであるが、停電や、温度調整チャンバーの異常停止によ
る露光装置の温度環境変化、及び地震などが起こると変化が生じる。そこで、露光装置の
低次のレンズ収差補正管理のＱＣが必要になるが、このＱＣには極めて平坦で、波面の揃
った基準マスクが必要となる。レンズ収差の評価であるため、そこで使用する基準マスク
に関しては、高度な光学測定器に要求されるのと同様の光学平坦度λ/８以下の平坦性が
要求される。本実施の形態のマスクブランク用基板及び転写用マスクはこの要求を満たす
ので、露光装置のレンズ収差補正機能調整に最適であった。
【００７９】
　　＜露光装置レンズ収差補正機能調整適用例＞
　ここでは、露光装置のレンズ収差補正機能調整に適用した例を示す。上記の通り、露光
装置にはレンズ収差補正機能が組み込まれている。この機能を調整、評価するにあたって
は極めて平坦で、波面収差の源とならない基準マスクが必要となる。レンズ収差の評価で
あるため、そこで使用する基準マスクに関しては、高度な光学測定器に要求されるのと同
様の光学平坦度λ/８以下の平坦性が要求される。本実施の形態のマスクブランク用基板
及び転写用マスクはこの要求を満たすので、露光装置のレンズ収差補正機能調整に最適で
あった。
【実施例】
【００８０】
　［マスクブランク用基板の製造］
　本実施の形態のマスクブランク用基板の製造方法に従って３枚のマスクブランク用基板
のサンプルを作成し、評価を行った。サンプルＡが実施例、サンプルＢ及びＣの２枚が参
考例の位置づけとなる。マスクブランク用基板選別まで、この３枚は全て以下に示す同一
の工程で製造した。
【００８１】
　まず、合成石英ガラス基板（大きさ１５２．４ｍｍ×１５２．４ｍｍ、厚さ６．７５ｍ
ｍ）を切り出し、この合成石英ガラス基板の端面を面取加工、及び研削加工し、さらに酸
化セリウム砥粒を含む研磨液で粗研磨処理及び精密研磨した。その後、このガラス基板を
両面研磨装置のキャリアにセットし、下記条件で超精密研磨を行った。
研磨パッド：軟質ポリシャ（スウェードタイプ）
研磨液：コロイダルシリカ砥粒（平均粒径１００ｎｍ）と水
加工圧力：５０～１００ｇ／ｃｍ２

加工時間：６０分
　超精密研磨終了後、ガラス基板を希フッ酸液中に浸漬させてコロイダルシリカ砥粒を除
去する洗浄を行った。その後、ガラス基板の主表面及び端面に対してスクラブ洗浄を行い
、その後純水によるスピン洗浄、及びスピン乾燥を行って、表面が研磨加工されたガラス
基板を３枚準備した。そしてそのガラス基板の表面形状（フラットネス）をフリースタン
ディング状態で平坦度測定装置（Ｃｏｒｎｉｎｇ　Ｔｒｏｐｅｌ社製　ＵｌｔｒａＦｌａ
ｔ２００Ｍ）を用いて実測した。
【００８２】
　その実測データを図５に示す。（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）は順に、サンプルＡ、Ｂ及び
Ｃの場合で、ガラス基板の中心を基準とした直径１０４ｍｍの円領域で実測した主表面形
状の等高線分布図を示す。ここで、図の縦軸、横軸は半径５２ｍｍを１に規格化した表示
としている。右側に示したＺ値は高さを表し、その単位はμｍとなっている。
　サンプルＡ、Ｂ及びＣの機械的平坦度の実測値、すなわち、マスクステージへチャック
する前のフリー状態の機械的平坦度は、最高点の絶対値と最低点での絶対値の和であるＴ
ＩＲ（Ｔｏｔａｌ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｒｅａｄｉｎｇ）で表して、転写露光領域（シ
ョット領域）が収まる１３２ｍｍ×１３２ｍｍ領域の場合は、順番に、３５８ｎｍ、１９
５ｎｍ及び２６６ｎｍであり、また、１０４ｍｍ直径の円領域の場合は順番に、１９０ｎ
ｍ、８７ｎｍ及び１４７ｎｍであった。
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【００８３】
　この３つのサンプルに対して、実施の形態で示した方法により、露光装置のマスクステ
ージにチャックした時における薄膜が設けられる側の主表面（転写主面）の形状をシミュ
レーションした。また、半径に係る変数の次数が２次以下の項のみで構成され、かつ半径
に係る変数の次数が２次の項を１以上含むゼルニケ多項式によって定義された仮想基準面
を求め、さらに前記シミュレーションされた主表面形状と仮想基準面との差分形状（差分
データ）を求めた。その結果を等高線分布図で表したものを、サンプルＡ、Ｂ及びＣの順
に、図６、図７及び図８に示す。各図の（ａ）はチャック後の形状をシミュレーションに
より求めた主表面（転写主面）の形状、（ｂ）はゼルニケ多項式によって定義された仮想
基準面の形状、そして（ｃ）は両者の差分の形状（差分データ）である。ここで、図の縦
軸、横軸は半径５２ｍｍを１に規格化した表示としている。右側に示したＺ値は高さを表
し、その単位はμｍとなっている。ちなみに、ここでのゼルニケ多項式としてはアリゾナ
大学表記のものを用い、その１項から６項まで使ってマスクステージチャック後のシミュ
レーション形状に近づけるようにフィッティングを行って仮想基準面を生成した。ただし
、前述のように、これは一実施例であり、ゼルニケ多項式としては、アリゾナ大学表記の
ものに限るものではない。標準ゼルニケ表記やフリンジゼルニケ表記等のほかの表記方式
を適用した場合であっても、同様の仮想基準面を得ることは可能である。
【００８４】
　本実施例等で使用したアリゾナ大学表記のゼルニケ多項式の各項は、表１のとおりであ
る。各項は半径がρ、位相（方位角）がθである極座標系で表記されている。表１におい
て、ｊは項の番号（第ｊ項）であり、Ｚｊ（ρ，θ）はその番号の項の内容である。表１
では参考までに第１０項まで表記したが、本実施例等で使用したのは第６項までである。
【００８５】
【表１】

【００８６】
　サンプルＡの場合、マスクブランク用基板をマスクステージにチャックしたとしてシミ
ュレーションによって求めた機械的平坦度は、その平坦度指標の１つであるＰＶ値で表し
て、１０４ｍｍ直径の円領域で９７ｎｍであった。一方、シミュレーションによるマスク
ステージチャック後の主表面形状とゼルニケ多項式で記述された仮想基準面形状との差分
形状（差分データ）から算出される本発明による光学的平坦度の観点に立つと、ＰＶ値は
２４ｎｍであり、ＡｒＦ露光の露光波長λ（１９３ｎｍ）のλ/８である２５ｎｍ（小数
点以下切上げ）以下の値となった。すなわち、本発明を適用することにより、露光時の環
境であるマスクステージにチャックした状態でλ/８以下の極めて高い平坦度を得ること
ができた。また、シミュレーションによるマスクステージチャック後の主表面形状とゼル
ニケ多項式で記述された仮想基準面形状との差分形状（差分データ）から算出された決定
係数Ｒ２は０．９７４であり、０．９以上の十分な値であった。加えて、転写露光領域（
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ショット領域）が収まる１３２ｍｍ×１３２ｍｍ領域のシミュレーションによって求めた
マスクステージチャック後の機械的平坦度は１７２ｎｍであった。サンプルＡは、１０４
ｍｍ直径の円領域及び１３２ｍｍ×１３２ｍｍ領域の平坦度も、決定係数Ｒ２も極めて十
分な値を有していた。
【００８７】
　サンプルＢの場合、マスクブランク用基板をマスクステージにチャックしたとしてシミ
ュレーションによって求めた機械的平坦度は、ＰＶ値で表して、１０４ｍｍ直径の円領域
で５４ｎｍであった。一方、シミュレーションによるマスクステージチャック後の主表面
形状とゼルニケ多項式で記述された仮想基準面形状との差分形状（差分データ）から算出
される本発明による光学的平坦度の観点に立つと、ＰＶ値は２４ｎｍであり、ＡｒＦ露光
の露光波長λ（１９３ｎｍ）のλ/８である２５ｎｍ（小数点以下切上げ）以下の値とな
った。すなわち、本発明を適用することにより、露光時の環境であるマスクステージにチ
ャックした状態でλ/８以下の極めて高い平坦度を得ることができた。一方、シミュレー
ションによるマスクステージチャック後の主表面形状とゼルニケ多項式で記述された仮想
基準面形状との差分形状（差分データ）から算出された決定係数Ｒ２は０．７４５であり
、０．９を下回って１０４ｍｍ直径の円領域全体での光学的平坦面（仮想基準面）とのフ
ィッティング乖離が目立った。なお、転写露光領域（ショット領域）が収まる１３２ｍｍ
×１３２ｍｍ領域のシミュレーションによって求めたマスクステージチャック後の機械的
平坦度は１５２ｎｍであった。
【００８８】
　サンプルＣの場合、マスクブランク用基板をマスクステージにチャックしたとしてシミ
ュレーションによって求めた機械的平坦度は、ＰＶ値で表して、１０４ｍｍ直径の円領域
で９９ｎｍであった。一方、シミュレーションによるマスクステージチャック後の主表面
形状とゼルニケ多項式で記述された仮想基準面形状との差分形状（差分データ）から算出
される本発明による光学的平坦度の観点に立つと、ＰＶ値は４８ｎｍであり、ＡｒＦ露光
の露光波長λ（１９３ｎｍ）の約λ/４という値であった。また、シミュレーションによ
るマスクステージチャック後の主表面形状とゼルニケ多項式で記述された仮想基準面形状
との差分形状（差分データ）から算出された決定係数Ｒ２は０．８２０であり、０．９を
下回った。なお、転写露光領域（ショット領域）が収まる１３２ｍｍ×１３２ｍｍ領域の
シミュレーションによって求めたマスクステージチャック後の機械的平坦度は２４５ｎｍ
であった。サンプルＣは、本発明の方法を用いてもサンプルＡやＢより平坦度が劣るサン
プルである。
【００８９】
　［マスクブランクの製造］
　ここでは、ハーフトーン用マスクブランクを製造した例を示す。まず前述の方法で製造
し、選別基準を通過したマスクブランク用基板（実施例サンプルＡ、Ｂ）を準備し、その
上に窒化されたモリブデン及びシリコンからなる光半透過膜を形成した。具体的には、モ
リブデン（Ｍｏ）とシリコン（Ｓｉ）との混合ターゲット（Ｍｏ：Ｓｉ＝１０ｍｏｌ％：
９０ｍｏｌ％）を用い、アルゴン（Ａｒ）と窒素（Ｎ２）とヘリウム（Ｈｅ）との混合ガ
ス雰囲気（ガス流量比　Ａｒ：Ｎ２：Ｈｅ＝５：４９：４６）で、ガス圧０．３Ｐａ、Ｄ
Ｃ電源の電力を３．０ｋＷとして、反応性スパッタリング（ＤＣスパッタリング）により
、モリブデン、シリコン及び窒素からなるＭｏＳｉＮ膜を６９ｎｍの膜厚で形成した。次
いで、上記ＭｏＳｉＮ膜が形成された基板に対して、加熱炉を用いて、大気中で加熱温度
を４５０℃、加熱時間を１時間として、加熱処理を行った。なお、このＭｏＳｉＮ膜は、
ＡｒＦエキシマレーザーにおいて、透過率は６．１６％、位相差が１８４．４度となって
いた。
【００９０】
　次に、上記光半透過膜の上に、遮光膜を成膜した。具体的には、スパッタターゲットに
クロム（Ｃｒ）ターゲットを用い、アルゴン（Ａｒ）と二酸化炭素（ＣＯ２）と窒素（Ｎ

２）とヘリウム（Ｈｅ）との混合ガス雰囲気（ガス圧０．２Ｐａ，ガス流量比　Ａｒ：Ｃ
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Ｏ２：Ｎ２：Ｈｅ＝２０：３５：１０：３０）とし、ＤＣ電源の電力を１．７ｋＷとし、
反応性スパッタリング（ＤＣスパッタリング）により、膜厚３０ｎｍのＣｒＯＣＮ層を成
膜した。続いて、アルゴン（Ａｒ）と窒素（Ｎ２）との混合ガス雰囲気（ガス圧０．１Ｐ
ａ，ガス流量比　Ａｒ：Ｎ２＝２５：５）とし、ＤＣ電源の電力を１．７ｋＷとし、反応
性スパッタリング（ＤＣスパッタリング）により、膜厚４ｎｍのＣｒＮ層を成膜した。最
後に、アルゴン（Ａｒ）と二酸化炭素（ＣＯ２）と窒素（Ｎ２）とヘリウム（Ｈｅ）との
混合ガス雰囲気（ガス圧０．２Ｐａ，ガス流量比Ａｒ：ＣＯ２：Ｎ２：Ｈｅ＝２０：３５
：５：３０）とし、ＤＣ電源の電力を１．７ｋＷとし、反応性スパッタリング（ＤＣスパ
ッタリング）により、膜厚１４ｎｍのＣｒＯＣＮ層を成膜し、合計膜厚４８ｎｍの３層積
層構造のクロム系遮光膜を形成した。その後、２８０℃で１５分間の加熱処理を加えて、
膜応力を０近くまで軽減した。
【００９１】
　本方法によって製造したマスクブランクの表面の光学的平坦度は、マスクステージにチ
ャックされた露光時の状態で、ＡｒＦ露光の露光波長λ（１９３ｎｍ）のλ/８である２
５ｎｍ以下となり、λ/８という十分な波面コントロールがなされたマスクブランクとな
った。
【００９２】
　なお、上記マスクブランクの製造方法では、マスクブランク用基板の平坦度を測定し、
マスクステージにチャックした時の主表面形状をシミュレーションし、前記の仮想基準面
と差分形状のデータをとって、光学平坦度選別を行った後、薄膜を形成してマスクブラン
クを製造したが、薄膜形成と光学平坦度選別の順番を逆にしてもよい。すなわち、マスク
ブランク用基板上に薄膜を形成した後、マスクブランクの平坦度を測定し、マスクステー
ジにチャックした時の主表面形状をシミュレーションし、前記の仮想基準面と差分形状デ
ータをとって、光学平坦度選別を行ってもよい。
【００９３】
　［転写用マスクの製造および半導体デバイスの製造］
　ここでは、前述の方法で製造したマスクブランク上の薄膜に対してパターン形成を行っ
て転写用マスクを製造した。転写用マスクの製造工程については、上記［転写用マスク及
びその製造方法］で記載した方法と同様であるので説明は省略する。また、この転写用マ
スクを用いた露光にあたっては、適用したゼルニケ多項式のパラメータを露光装置のレン
ズ収差補正機能に反映させて、転写用マスクの転写主面５４が光学的平坦面になる設定と
した。
【００９４】
　本方法で製造された転写用マスクの転写主面５４の光学的平坦度は、マスクステージに
チャックされた露光時の状態で、露光波長λの１/８以下と極めて高く、十分な波面コン
トロールがなされた転写用マスクを製造することが可能となった。波面コントロールが十
分なされるため、この転写用マスクを用いて露光を行うと、焦点深度、位置ずれ、及び解
像度に優れ、それを使って製造される半導体デバイスの回路特性も安定していた。
【００９５】
　なお、本発明のマスクブランク用基板およびマスクブランクでは、露光装置における収
差補正機能への負荷を考慮し、ゼルニケ多項式の次数が２次の項までの収差補正機能を使
用した場合の表面形状がλ/８以下であるものとしている。しかし、露光装置の収差補正
機能等の性能向上や投影レンズの品質向上等によって、より多くの負荷を基板やマスクブ
ランクの表面形状に係る波面収差の補正に割いても、露光転写への影響が小さい場合にお
いては、仮想基準面の範囲を半径に係る変数の次数が３次以下の項のみで構成され、かつ
半径に係る変数の次数が３次の項を１以上含むゼルニケ多項式で定義される表面形状まで
広げてもよい。このようなゼルニケ多項式で定義される表面形状を仮想基準面とすること
により、本発明のマスクブランク用基板やマスクブランクを製造する際の歩留まりを大幅
に向上させることができる。
【００９６】
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　［比較例］
　ここでは、実施例で作製した３枚のサンプルＡ、Ｂ及びＣを用いて、機械的平坦面によ
る従来技術によって評価した場合を示す。したがって物自体はマスクブランク用基板の段
階から、転写用マスクに至るまで実施例と同じものである。マスクステージへのチャック
時のマスクブランク用基板の主表面（転写用主面）形状のシミュレーションも実施例と同
様に行っている。実施例との違いは、機械的平坦面を利用したか光学的平坦面を利用した
かにある。実施例で行ったゼルニケ多項式で記述される仮想基準面を算出し、シミュレー
ションによって求めたマスクステージにチャックした時のマスクブランク用基板の主面形
状（転写主面形状）との差分形状データを取得し、ＰＶ計算値から選定を行うという工程
は比較例では行っていない。比較例ではチャックのシミュレーションで求めた機械的平坦
面を用いている。したがってこの転写用マスクを用いた露光においても、露光装置へこの
転写用マスク固有のレンズ収差補正、すなわち光学的平坦面とするためのゼルニケ多項式
パラメータの反映を行っていない。
【００９７】
　サンプルＡ、Ｂ及びＣのマスクブランク用基板をマスクステージへチャックした時の主
表面（転写主面）の直径１０４ｍｍ領域の機械的表面形状は、前述のように、図６、図７
及び図８の（ａ）に示されている。その機械的平坦度をＰＶ値を用いて表すと、１０４ｍ
ｍ直径の円領域の場合は、サンプルＡで９７ｎｍ、サンプルＢで５４ｎｍ、そしてサンプ
ルＣで９９ｎｍであった。最良のサンプルＢの場合でも５４ｎｍであり、光学的平坦面を
使った実施例の２４ｎｍの倍以上の値となった。５４ｎｍという値は、ＡｒＦ露光の露光
波長λ（１９３ｎｍ）の約λ/４で、十分な波面制御はできなかった。サンプルＡやＣに
至ってはさらにその倍近い値であり、これは約λ/２に相当して、不十分なものであった
。なお、転写露光領域（ショット領域）が収まる１３２ｍｍ×１３２ｍｍ領域の場合は、
サンプルＡで１７２ｎｍ、サンプルＢで１５２ｎｍ、そしてサンプルＣで２４５ｎｍであ
った。このように波面コントロールが不十分なため、この転写用マスクを用いて露光を行
うと、焦点深度、位置ずれ、及び解像度に面内分布が生じ、それを使って製造される半導
体デバイスの回路特性も不安定となった。
【符号の説明】
【００９８】
　１…マスクブランク用基板、２…機械的平坦面、３…基板主表面、４…光学的平坦面、
３１…光源、３２…露光光、３３…照明光学系、３４…マスク、３５…投影レンズ、３６
…瞳、３７…位相フィルタ、３８…投影レンズ、３９…ウエハステージ、４０…ウエハ、
５０…マスクステージ、５１…転写用マスク、５２…吸着部、５３…マスクパターン、５
４…主表面、５５…接触部。
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